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○ 取扱い 

 摂食嚥下機能障害に対する半消化態栄養剤（エンシュア・リキッド等）

の算定は、原則として認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 エンシュア・リキッドは、食事の摂取が困難なときの栄養補給に用いら

れる経口・経管両用の経腸栄養剤で、添付文書の効能・効果には、「一般

に、手術後患者の栄養保持に用いることができるが、特に長期にわたり、

経口的食事摂取が困難な場合の経管栄養補給に使用する。」と示されてい

る。 

 摂食嚥下機能障害は、食べること、飲み込むことの障害で、消化吸収機

能は比較的保たれている状態であり、当該医薬品の投与により、タンパク

質、脂肪、炭水化物、ビタミン、ミネラルなどを効果的に補給することが

できる。 

 以上のことから、摂食嚥下機能障害に対する当該医薬品の算定は、原則

として認められると判断した。 

 


